




泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表
第 5 条津波による撰偽の防止

女） ll原子力発電所 2号炉
・地形のモデル化にあたっては最新の地形データを用いるこ

ととしi 海底地形は日本水路協会M7000デー タ(2006)を補
正するとともにi

敷地周辺は2011年東北地方太平洋沖地震後
に実施した深浅測贔データを用い，陸域では地震後に整備さ
旦上国土地理院5mDEMデータを使用する¢

また，駆・放水路等の諸元，敷地標高については，発電所の
竣工図を用いる。

・標断のモデル化にあたっては平成23年(2011 年）東北地
方太平洋沖地震以前のデータを使用する場合には1 広域的な
地殻変動による約1mの沈降を考慮する？

旱・・設計方針又は設備構成等の相違
疇・・記載表現設備名称の相違（実質的な相違なし

・モデル化の対象とする構造物は，耐震性や耐津波性を有する
恒設の人工構造物←及び津波の遡上経路に影響する恒設の人
工構造物とする。

島根原子力発電所 2号炉
・地形のモデル化に当たっては ， 最新の地形データを用いるこ

ととし海 域では 一 般財 団法人 日本水路協会(2008~
辿，深浅測量等による地形データを用い ， 陸域では，国
土地理院(2014)等による地形データを用いる。

また，取水路・放水路等の諸元については ， 発電所の竣工図
笠を用いる。

・敷地周辺の河川としては，敷地から南方約2km の位置に佐
止止が存在するが，豆皇且とは標高止辿」出良の山辿で隔て
られていることから，河）1|を経由する津波の敷地への回り込
みは考慮しない。
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＇ 旦皇豆とは標高l50m程度の止皿で隔てられていることか'
＇ 

＇ ら ， 河川を経由する津波の敷地への回り込みは考慮しない。'
＇ 

＇ 

, 1 比較のため ， 直前の文章を再掲 1: 
L - - - - - - - - - - - - �..:

また，EL. ＋8. 5m及び EL. ＋15. 0mの発電所敷地内へ流入する水
路はない。

・モデル化の対象とする構造物は，酎震性や酎津波性を有する
恒設の人工構造物ー及び津波の遡上経路に影響する恒設の人
工構造物とする。
その他の津波伝播経路上の人工構造物については構造物が
存在することで津波の影臀軽減勃果が生じ1 遡，範囲を過小
に評価する可能性があることから1 迎上解析上1 伴守的な評
価となるよう対象外とする

＆

なお ， 遡上経路に影響し得る，あるいは津波伝播経路上の人
工構造物である防波堤は ， 耐震性が確認された構造物ではない
が，その存在が遡上解析に与える影響が必ずしも明確でないこ
とから，ここではモデル化の対象とし ， 損傷等が遡上経路に及
ぼす影響を次項「(2)地震・津波による地形等の変化に係る評
価」で検討する。人工構造物についても ， 規模や形状を考慮
し，格子サイズ邑辿止でモデル化する。

泊発電所3号炉 相違理由
・地形のモデル化に当たっては，海域では 一般財団法人 日本 ［女川， 島根］設計方針の相違

水路協会(2006) （岩内港周辺については
↑

海上保．庁によ ・地形デ ー タは ， 敷地及び敷地周
る海図により補正） ， 深浅測量等による地形デー タを用い， 辺地形の特徴を再現し ， 地形の
陸域では，国土地理院数値地図 50mメッシュ（標術），び北 特徴に応じた津波の挙動を解析
海逍開発局1nillEMデータを用いる。 上考慮できるように選定する必
また，取水路・放水路等の諸元，敷地標高については，発電 要があるため，発電所立地の相
所の竣工図を用いる。 違により，用いる地形デ ー タが

異なる。
［女川 】設計方針の相違
・泊では，敷地及び敷地周辺の地
形は ， 2011年東北地方太平洋沖
地震に伴う広域的な地殻変動の
影響を受けていない（島根と
同様）。

・敷地周辺の河川としては，敷地北側に茶津）l|，敷地東側に堀 ［島根】設計方針の相違
壁止が存在するが，茶津川については，敷地とは標嵩迫上迦 •発電所立地の相違により ， 津波
込上の星退で隔てられていることから，河川を経由する津波 の敷地への回り込みを考慮すべ
の敷地への回り込みは考慮しない。 き河川が異なる。

堀株川は 敷地東側約1km地点にあり，敷地から十分離れて
いること敷地とは標高約100mのい（丘陵）で隔てられてい
ることから，河川を経由する津波の敷地への回り込みは考慮
しない。

また，T.P．約10mの津波防護対象設備を設置する敷地⇒藍逗 ［島根l発電所立地の相違
二内へ釦医流入する河川及び水路はない0

|．泊では ， 発電所敷地内に流入す
る河JIIはあるが ， 津波防護対象
設備を設笛する敷地（防潮堤
内）へ直接流入する河川及び水
路はない。

・モデル化の対象とする構造物は，耐震性や酎津波性を有する
恒設の人工構造物及び津波の遡上経路に影響する恒設の人工
構造物とする。

なお，遡上経路に影響し得る，あるいは津波伝播経路上の人
工構造物である防波堤は，耐震性が確認された構造物ではない
が，その存在が遡上解析に与える影響が必ずしも明確でないこ
とから，ここではモデル化の対象とし ， 損傷等が遡上経路に及
ぼす影響を次項「（ 2) 地震・津波による地形等の変化に係る
評価」で検討する。人工構造物についても，週l:.解析への彫置
枷大きい箇所については，遡ヒ域の格子サイズを踏まえ，且上
上でモデル化する。

［島根l設備構成の相違
・泊では ， 津波伝播経路上に津波

の影響軽減効果がある人工構造
物が存在しない（女川と同様）。

［女川，島根J設計方針の相造
・計算格子サイズ は ， 土木学会

(2016)に基づき， 既往津波の
計算遡上高が痕跡店を再現でき
るように設定する必要があるた
め ， 発電所立地の相違により ，

計算格子サイズが異なる。
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